
（平成２１年２月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 24 件

国民年金関係 19 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 48 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 34 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 1565 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年８月から 52 年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録について、社会保険事務所に照会したとこ

ろ、申立期間の納付事実が確認できないとの回答があったが、当該期間

は、Ａ市で保険料を納付したので、未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 51 年４月から 52 年３月については、申立人の

国民年金手帳記号番号は、手帳記号番号払出簿から 52 年２月に払い出

されていることが確認できるとともに、その夫がＡ市（現在は、Ｂ

市）Ｃ出張所及びＤ銀行（現在は、Ｅ銀行）Ｆ支店で、夫婦二人分を

納付したと主張しており、事実、その夫の保険料は、51 年４月から 55

年１月までが納付済みであることから、申立人の 51 年４月から 52 年

３月までの保険料が、未納となっていることは不自然である。 

 

２ 一方、申立人の申立期間のうち、昭和 48 年８月から 51 年３月までに

ついては、申立人の国民年金手帳記号番号は、52 年２月に払い出され

ていることから、その時点では、時効により大部分が納付できず、かつ、

申立人は、過年度納付及び特例納付した記憶が無いとしていることから、

当該期間の保険料を納付したと考えることは困難である。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 51 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1566 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年８月から 39 年３月までの期間及

び 40 年 10 月から 41 年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和 38 年８月から 39 年３月まで 

② 昭和 40 年 10 月から 41 年３月まで 

③ 昭和 42 年５月から 44 年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を確認したところ、申立期間①、②及び③

の納付記録が確認できないとの回答を受けたが、私は、住民票を移さな

いで 20 歳前に実家のあるＡ県からＢ区へ転出したことから、母親がＡ

県Ｃ町役場（現在は、同県Ｄ市役所）で国民年金の加入手続をし、申立

期間①及び②の保険料を母親自身の保険料と併せて納めたと電話などで

何回も聞かされたことを覚えている。また、申立期間③については、Ｂ

区役所で保険料を納めたので、申立期間①、②及び③が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、20 歳前に住民票を移さず実家のあるＡ県からＢ区に転居

したため、その母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間①及び②の

期間を自らの国民年金保険料と一緒に、Ｃ町役場で申立人が仕送りした

資金の中から、納付したと申述しており、事実、申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 39 年３月にＡ県で払い出されていることが、手帳記

号番号払出簿から確認できる上、申立期間①及び②の保険料を納付した

としているその母は、国民年金加入期間はすべて納付済みとなっている



                      

  

ことから、申立人が未納となっているのは不自然である。 

 

２ 一方、申立期間③については、申立人は、Ｂ区役所で国民年金保険料

を納付したと主張しているが、申立人が所持している年金手帳には、申

立期間③以降には納付を示す検認印があるが、申立期間③には検認印は

押印されていないことから当該期間の保険料を納付したとはうかがえず、

かつ、申立人は、金融機関及び社会保険事務所で保険料を納付したこと

は無いと申述していることから、申立期間③の保険料をさかのぼって納

付したと考えることは困難である。 

   

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 38 年８月から 39 年３月までの期間及び 40 年 10 月から 41 年

３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1569 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年７月から 43 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 36 年４月から 42 年３月まで 

             ② 昭和 42 年７月から 43 年３月まで 

             ③ 昭和 43 年 10 月から 44 年５月まで 

昭和 35 年 10 月ころ、当時のＡ県Ｂ村の公民館で行われた国民年金の

説明会に夫婦二人で出席し、Ｂ村役場（現在は、Ｃ市役所Ｄ出張所とい

う。以下同じ。）において夫婦二人で国民年金に加入した。36 年４月

から集金人による国民年金保険料の徴収が始まり、申立期間①及び②の

保険料については、夫婦二人分月額 300 円ぐらいを納付してきた。44

年６月に、Ｃ市からＥ区へ転居したため、申立期間③のうち、43 年 10

月から 44 年３月までの夫婦二人分の保険料はＣ市で、44 年４月及び同

年５月分の夫婦二人分の保険料はＥ区役所で納付した。これら申立期間

が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、夫婦二人分の国民年金保険料をまと

めて集金人に納付してきたとするところ、申立人に係る社会保険庁の被

保険者台帳では、昭和 42 年４月から同年６月までの３か月分及び 43 年

４月から同年９月までの６か月分の国民年金保険料が納付済みとなって

いるとともに、同期間②における申立人の妻の保険料が納付済みとなっ

ていることから、申立人の主張に不自然さはみられない。 

また、申立期間②の国民年金保険料を納付したとする申立人の妻は、

申立期間の保険料額が一人当たり月額 300 円ぐらいであったとしている

ところ、当時の同保険料月額 250 円におおむね合致することから、申立



                      

  

内容には信 憑
ぴょう

 

性が認められる。 

２ 申立期間①について、申立人は、Ｂ村役場において夫婦二人で国民年

金に加入し、昭和 36 年４月分から夫婦二人分の保険料を集金人に納付

してきたとしているが、申立人が保有する国民年金手帳に記載された被

保険者となった日、被保険者の種別及び被保険者でなくなった日の各欄

には、被保険者となった日が 42 年４月１日を 35 年 10 月１日に、被保

険者の種別の「任」が「強」に、被保険者でなくなった日は 48 年４月

２日を 44 年６月 10 日に、それぞれＥ区の押印があって訂正されている

ものの、申立人に係る国民年金のオンライン記録上の修正は無く、また、

申立人に係る被保険者台帳の資格取得年月日及び種別が 42 年４月２日

付けで任意加入となっていることから、時効により、又は任意加入前に

さかのぼっての保険料納付はできず、36 年４月分から夫婦二人分の保

険料を集金により納付していたものとは考えられない。 

  

３ 申立期間③について、申立人の妻は、昭和 44 年６月ころ、43 年 10

月から 44 年３月までの夫婦二人分の国民年金保険料をＣ市で、44 年４

月及び同年５月分の夫婦二人分の保険料はＥ区役所で、一人当たり月額

300 円ぐらいの保険料を納付したとしているが、同期間における申立人

の妻に係る保険料も未納となっている上に、それら納付方法について具

体的な記憶が無く、かつ、Ｃ市で交付されたとする夫婦二人の国民年金

手帳を紛失しており、また、他に保険料納付を示す関連資料（確定申告

書、家計簿等）も無いことから、同期間の納付状況は不明で、納付した

ことが確認できない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 42 年７月から 43 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1570 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番 号 ：  

  生 年 月 日  ： 昭和５年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 38 年６月まで 

Ａ区役所からの勧めで妻とともに国民年金の加入手続をし、夫婦二

人分の保険料と国民年金手帳を集金人に渡し納付していた。 

当時の国民年金保険料は 100 円から 150 円だったことを記憶してお

り、申立期間の妻の記録は納付済みとなっている。 

このことから、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、区役所の勧めで妻とともに国民年金に加入し、夫婦二人分の

保険料を集金人に納付してきたとしているところ、申立人夫婦の国民年

金手帳記号番号は連番で払い出されていることが確認できるとともに、

申立期間について、妻の国民年金手帳には検認印が無いにもかかわらず、

社会保険庁の記録では納付済みとなっていることから、申立人のみ未納

となっているのは不自然である。 

   また、申立人が、当時納付したと主張する国民年金保険料額は、申立期

間の保険料額と一致する上に、Ａ区では申立期間当時、戸別訪問による

加入勧奨及び出張検認を行っていたとしていることから、申立人の主張

は基本的に信用できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1572 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年４月から同年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 40 年４月から 43 年 10 月まで 

             ② 昭和 43 年 11 月から 44 年３月まで 

             ③ 昭和 44 年４月から 50 年３月まで 

             ④ 昭和 53 年４月から同年６月まで 

             ⑤ 昭和 54 年７月から同年９月まで 

             ⑥ 昭和 57 年４月から 60 年３月まで 

             ⑦ 昭和 60 年７月から 61 年３月まで 

 申立期間①の国民年金保険料については父親がＡ市役所で、申立期

間②、③及び④については元夫が夫婦二人分をＢ区役所等で、申立期

間⑤、⑥及び⑦については自分がＡ市役所等で納付したはずなので未

納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②、③及び④の国民年金保険料について、申立人は、元夫

が夫婦二人分をＢ区役所等で納付したはずであると主張しているとこ

ろ、申立期間④については、社会保険庁の元夫の被保険者台帳におい

て、納付記録が確認できるとともに、申立人の納付記録がＡ市の国民

年金被保険者名簿では納付済みとなっているにもかかわらず、社会保

険庁の被保険者台帳では未納となっているなど、行政側の記録管理が

適正でないことがうかがえることから、申立人の保険料のみが未納と

なっているのは不自然である。 

一方、申立期間②及び③については、申立人の未納期間が合わせて

77 か月と長期間で、かつ、元夫にも未納期間がある上に、元夫からも



                      

  

具体的な納付状況に係る証言を得ることができず、その納付状況は不

明であり、ほかに保険料を納付したとする事情も見当たらない。 

 

２ 申立期間①について、申立人は父親がＡ市役所において国民年金保険

料を納付してくれたと主張しているが、父親は既に亡くなっており、そ

の納付状況についての証言が得られない上に、申立人が保険料納付に関

与しておらず、その納付状況は不明である。 

 

３ 申立期間⑤、⑥及び⑦について、申立人はＡ市役所や金融機関での口

座振替により納付したと主張しているが、Ａ市において保険料の口座振

替が開始された時期は昭和 62 年度からであるため、申立人の主張と相

違する。 

  また、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無い上に、納付時期、納付金額等の納付状況に係る申

立人の記憶が曖昧
あいまい

 

なため、その納付状況が不明である。 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的

に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年４月から同年６

月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1573 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年６月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年６月から 38 年３月まで 

    年金特別便が来て納付記録を確認してもらったが確認できなかった。

申立期間当時、私の母が国民年金保険料の集金をしていたので、母が私

の国民年金の加入手続をし、保険料も納付してくれた。申立期間が未納

となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が、国民年金保険料の集金をしていたので、申立

人の国民年金の加入手続をし、保険料も納付したと主張しているところ、

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人が、申立期間当時、Ａ県Ｂ市に

居住しているにもかかわらずＣ市役所で払い出されており、行政側の国民

年金の加入手続の事務処理に不手際がみられることから、申立人の母が加

入手続をしたことが推認できるとともに、保険料についても、娘が結婚す

るまでは自分が納付したとする申立人の母の証言には、信憑性
しんぴょうせい

   また、申立人の母は、Ｃ市のＤ地区 20 人くらいの人から国民年金保険

料を集金し、保険料の集金については、20 歳から 35 歳までは 100 円、35

歳を超えると 150 円の保険料を３か月に１回、各家庭を回って茶袋の表に

保険料を徴収したことの証として領収印を捺して集金し、そのお金を民生

委員の責任者の家に持って行ったことなど詳細に記憶しているところ、Ｃ

市では、国民年金保険料徴収員に保険料の集金を依頼したとしていること

などから、申立人の申立ては、基本的に信用できる。 

が認めら

れる。 

   さらに、申立人の国民年金保険料について、申立期間以外に未納は無く、



                      

  

申立期間も 10 か月間と短期間である上、申立人の母の保険料についても、

申立期間は納付済みである。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

   



                      

  

埼玉国民年金 事案 1575 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月から同年７月まで 

 国民年金と厚生年金保険の保険料を重複して納めているということ

で、昭和 44 年４月から 45 年７月までの国民年金保険料が還付された。

しかし、実際には厚生年金保険への加入は 44 年８月からなので、誤っ

た還付によって、申立期間が未加入とされたことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、国民年金保険料を納付したことを示す検

認印が押されている年金手帳を所持している上、Ａ市の検認票でも納付済

みとなっていることから、国民年金保険料を納付したことが確認できる。 

   一方で、申立人は、昭和 44 年４月１日に国民年金の被保険者資格を取

得した際に、本来であれば任意加入被保険者となるところ、強制加入被保

険者となっていたが、平成 12 年３月 27 日に、強制加入被保険者の資格取

得日を昭和 45 年８月 21 日に記録訂正されたことにより、申立期間が未加

入期間となっていることが社会保険庁の記録より確認できる。 

さらに、申立期間は、「誤適用者」との理由で平成 12 年３月に国民年

金保険料の還付決議を受けているが、申立期間について、申立人は、国民

年金の任意加入期間ではあるものの脱退の意思は無く、資格喪失手続を行

った記憶も無いとしていることから、事実と異なる資格喪失による還付が

なされたものと推認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1578 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年 10 月から 46 年９月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月から 50 年３月まで 

    申立期間は、昭和 46 年９月ころＡ区Ｂ地の出張所で夫婦二人の国民

年金の加入手続をした折、同出張所職員から各々の納付すべき期間と保

険料額を示され、夫婦合わせて４万円ぐらいの保険料を納付したところ、

その場で各人あてはがき大の領収書各１枚を受領した。その後は、取引

銀行の行員が保険料や税金の集金に来宅した都度、夫婦二人の国民年金

保険料を納付し、納付書兼領収書に領収印を押なつしてもらっていたの

で、この期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年９月ころ、夫婦二人の国民年金への加入手続及び

夫婦合わせて保険料を納付したとするＡ区Ｂ地の出張所（当時の旧称はＣ

出張所。現在はＤ事務所。）がＡ区によると実在し、かつ、同出張所にお

いて国民年金の加入及び保険料の徴収が行われていたとしており、また、

同年は第１回の特例納付の実施期間中であること、申立人が一括納付した

際に納付したと記憶している金額がおおむね一致していることから、その

内容に不自然さはみられない。 

   また、申立人がＢ地の出張所で夫婦それぞれの国民年金保険料を一括

納付した折に、各人あてはがき大の薄い紙の領収書を受領したと申し述べ

ていることも具体的で、当時の実情と一致する。 

   さらに、申立人は、その夫の余裕ある収入や申立人自身が 125 か月勤

めた民間会社の厚生年金に係る脱退手当金６万 3,693 円を昭和 46 年１月

に受給しており、同年９月ころ一括納付したとする申立てには不自然さ



                      

  

が見当たらない。 

   しかしながら、昭和 46 年 10 月から 50 年３月までの期間については、

申立人がＡ区Ｂ地の出張所における国民年金への加入手続後、夫婦共に

納付書の送付を受けたとしているところ、同区における国民年金加入者

への納付書送付方法と合致していることから、夫婦共に国民年金手帳記

号番号の払出しがあったものとうかがわれるものの、当該保険料を納付

したことを示す家計簿、預金通帳等の関連資料が無く、加えて、48 年８

月にＥ県Ｆ市への転居後においても、国民年金加入者住所変更等手続を

行った事情が見受けられず、ほかに当該期間の保険料を納付したことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 45 年 10 月から 46 年９月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1579 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年４月から 46 年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 50 年３月まで 

    申立期間は、妻が昭和 46 年９月ころＡ区Ｂ地の出張所で夫婦二人の

国民年金の加入手続をした折、同出張所職員から各々の納付すべき期間

と保険料額を示され、夫婦合わせて４万円ぐらいの保険料を納付したと

ころ、その場で各人あてはがき大の領収書各１枚を受領した。その後は、

取引銀行の行員が保険料や税金の集金に来宅した都度、夫婦二人の国民

年金保険料を納付し、納付書兼領収書に領収印を押なつしてもらってい

たので、この期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、昭和 46 年９月ころ、夫婦二人の国民年金への加入手続

及び夫婦合わせて保険料を納付したとするＡ区Ｂ地の出張所（当時の旧称

はＣ出張所。現在はＤ事務所。）がＡ区によると実在し、かつ、同出張所

において国民年金の加入及び保険料の徴収が行われていたとしており、ま

た、同年は第１回の特例納付の実施期間中であること、申立人の妻が一括

納付した際に納付したと記憶している金額がおおむね一致していることか

ら、その内容に不自然さはみられない。 

   また、申立人の妻がＢ地の出張所で夫婦それぞれの国民年金保険料を

一括納付した折に、各人あてはがき大の薄い紙の領収書を受領したと申し

述べていることも具体的で、当時の実情と一致する。 

   さらに、申立人は、余裕ある収入や申立人の妻自身が 12 か月勤めた民

間会社の厚生年金に係る脱退手当金６万 3,693 円を昭和 46 年１月に受給

しており、申立人の妻が同年９月ころ一括納付したとする申立てには不



                      

  

自然さが見当たらない。 

   しかしながら、昭和 46 年 10 月から 50 年３月までの期間については、

申立人の妻がＡ区Ｂ地の出張所における国民年金への加入手続後、夫婦

共に納付書の送付を受けたとしているところ、同区における国民年金加

入者への納付書送付方法と合致していることから、夫婦共に国民年金手

帳記号番号の払出しがあったものとうかがわれるものの、当該保険料を

納付したことを示す家計簿、預金通帳等の関連資料が無く、加えて、48

年８月にＥ県Ｆ市への転居後においても、国民年金加入者住所変更等手

続を行った事情が見受けられず、ほかに当該期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 40 年４月から 46 年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1580 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 60 年１月から同年３月まで 

申立期間の国民年金保険料については、地域の納税組合を通じて、家

族（妻及び娘夫婦）と一緒に年度当初に前納したはずであり、納付しな

いと組合の当番の人から催促されるので、納付を忘れることはあり得な

い。申立期間について、自分のみが未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を家族（配偶者、娘、娘の夫）と

同日に前納したとしているところ、その家族の全員が昭和 59 年４月 28 日

に前納しており、申立人のみが申立期間の保険料を納付していないとされ

ているのは不自然であり、制度上からも９か月の前納はあり得ないことか

ら、申立人の納付記録に過誤等があった可能性が考えられる。 

また、申立人が納付していたとする地域の納税組合については、当時、

Ａ市国民年金保険料の収納を取り扱っていたことが確認できる。 

さらに、申立期間当時、申立人は、家族とともに養鶏業兼農業を営んで

おり、経済的な困難性は無く、住所や生活状況にも変化がみられないこと

から、申立期間の国民年金保険料を未納とすべき事情は無かったとする申

立人の主張に不自然さはみられない。 

加えて、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料を完納しており、

特に、昭和 46 年度から 60 年度までの 15 年間のうち、保険料を前納した

ことが判明している期間は 12 か年度にわたっており、納付意識が高かっ

たものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。    



                      

  

埼玉国民年金 事案 1581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

私は、20 歳になったときに国民年金に加入し、申立期間の保険料に

ついては、地域の納税組合を通じて、父母と一緒に納付していた。納付

しないと組合の当番の人から催促されるので、納付を忘れることはなか

ったはずである。父母と同日に納付したのに、自分のみが未納とされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間について、父母と同日に国民年金保険料を納付した

としているところ、その父母は、申立期間の保険料を完納しており、納付

日が確認できる期間（昭和 59 年４月から同年 12 月までの期間及び 60 年

４月から同年 11 月までの期間）の納付日が申立人と同日であること、父

母と同時に納付していたとする期間（14 年間）のうち、10 か年にわたっ

て父母とともに前納していること、年金手帳により申立人が 20 歳になっ

たときに加入したことが確認でき、申立期間の前後の年の保険料を完納し

ていることなどから、申立期間のみ納付しないのは不自然である。 

また、申立人が納付していたとする地域の納税組合については、当時、

Ａ市国民年金保険料の収納を取り扱っていたことが確認できる。 

さらに、申立期間当時、申立人は、家族とともに養鶏業兼農業を営んで

おり、経済的な困難性はなく、住所や生活状況にも変化がみられないこと

から、申立期間の国民年金保険料を未納とすべき事情は無かったとする申

立人の主張に不自然さはみられない。 

加えて、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料を完納しており、



                      

  

特に昭和 48 年度から平成 20 年度までの 36 年間のうち、保険料を前納し

たことが判明している期間は 31 か年にわたっており、納付意識が高かっ

たものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1584 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年 11 月から 46 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年５月から同年 10 月まで 

              ② 昭和 41 年 11 月から 46 年３月まで 

 Ａ社会保険事務所に昭和 41 年５月から同年 10 月まで及び 41 年 11

月から 46 年３月までの国民年金保険料の納付記録について照会申出書

を提出したところ、納付の事実が確認できなかったとの回答があった。

41 年５月から同年 10 月についてはＢ区Ｃ地にて納付した。41 年 11 月

から 45 年 11 月については、Ｄ市Ｅ公民館にて、45 年 12 月から 46 年

３月については、Ｄ市Ｆ地に転居しＧ公民館にて国民年金保険料を納

付していた。通帳形式であった。未納となっているのは納得できない。  

  

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人は昭和 41 年 11 月にＤ市に転居した際

に、国民年金の加入手続を行い、地区の班長が集金に来ていたと申し立

てているところ、Ｄ市では申立期間当時地区の町内会による納付組織が

存在しており、集金方法は通帳形式であったことが確認できる。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の資格取得日は昭和 46 年４月

１日となっているが、資格取得日及び被保険者の種別の欄が修正され

ている形跡があり、手帳発行日が 46 年４月１日発行と印刷されている

ことから、古い手帳の更新により新しい手帳が再交付された際に資格

取得日を誤って記入した可能性がうかがえる。 

さらに、国民年金手帳及び社会保険庁の被保険者原票の生年月日に

誤りがある上、国民年金手帳の被保険者の種別欄には強制又は任意の

表示が無く、また、本来ならば昭和 46 年４月１日の資格再取得は任意



                      

  

加入でなければならないが、社会保険庁の記録では強制加入になって

おり、強制加入ならば、46 年４月１日を資格取得日にする理由が無い

等、当時の行政の事務処理に不備が見られる。 

 

２ 一方、申立期間①については、申立人は、Ｂ区での納付もＤ市と同

様に通帳形式であったと申し立てているが、Ｂ区では通帳形式での集

金はしていなかったとしている上、国民年金の加入手続はＤ市に転居

した昭和 41 年 11 月であるとの主張と矛盾しており、納付はしていな

かったと推認するのが合理的である。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち昭和 41 年 11 月から 46 年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1586 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年１月及び同年２月の国民年金保

険料については、付加保険料も含め納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 20 年生   

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年１月から 61 年３月まで 

    年金記録を確認したところ、申立期間について未納とされていたが、

申立期間については、任意加入して付加保険料を合わせて納付しており

未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、その夫が大企業に勤務していた昭和 56 年９月に国民年金に

任意加入し、付加保険料も合わせて申立期間の保険料を納付したとしてい

るところ、社会保険庁の納付記録によれば、申立人は、申立期間中の 57

年３月に任意加入被保険者資格を喪失しているが、任意加入した 56 年９

月から申立期間直前の 56 年 12 月までの保険料は納付済みとなっているこ

とから、申立期間のうち、被保険者資格を喪失する前の 57 年１月及び同

年２月の保険料が未納となっているのは不自然である。 

   一方、社会保険庁の記録、Ａ市の国民年金被保険者名簿及び申立人の年

金手帳のいずれにも、申立人が昭和 57 年３月 17 日に任意加入被保険者資

格を喪失した記録があり、それ以降は、61 年４月に第３号被保険者とな

るまで国民年金に加入した形跡がみられず、その間の保険料の納付を裏付

ける関連資料（家計簿、現金出納帳等）も無いため、申立期間のうち、57

年３月から 61 年３月までの保険料の納付状況は不明である。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 57 年１月及び同年２月の国民年金保険料を付加保険料も含め納

付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1587 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年３月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年 10 月から 45 年 10 月まで 

② 昭和 47 年３月 

    申立期間①の国民年金保険料については、私が３組の納付書を持って

Ａ市役所に行き、まとめて納付した。持っていった納付書はそのまま返

戻され、別に細長く薄い紙でできた領収書をもらった。その領収書は、

年金手帳と一緒に保管していたが、何年か前に無くしてしまったようだ。

申立期間②については、会社を辞めた後、すぐに夫がＡ市役所で国民年

金への切替手続をして、保険料も納付してくれた。社会保険庁の記録で

は、申立期間の保険料が未納となっているが、間違い無く納付している

ので、未納のはずがない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、会社を退職し、すぐに申立人の夫が

厚生年金保険から国民年金への種別変更手続を行い、国民年金保険料を

納付したとしているところ、申立人の夫は、申立期間②は納付済みとな

っており、申立期間②が未納であるのは不自然である。 

    また、申立期間②は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間②以

降 60 歳になるまで未納は無く、納付意識の高さがうかがえ、申立期間

②を納付できない事情はみられない。 

 

  ２ 申立期間①について、申立人は、昭和 43 年 10 月から 44 年３月まで

の期間、44 年４月から 45 年３月までの期間及び 45 年４月から同年 10

月までの期間ごとの納付書兼領収証書を所持しているが、その３組すべ



                      

  

ての納付書兼領収証書とも金融機関等控え及び領収済通知書が切り離さ

れずに残っている上、領収印が押印されていないことから、申立人は、

Ａ市役所から交付された３組すべての納付書兼領収証書について、使用

しなかったことがうかがえる。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 47 年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

国民年金 事案 1589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年７月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年７月から同年 12 月まで 

申立期間については、現年度での納付が遅れたため、妻がＡ市役所で

新たに納付書を作ってもらい、納付期日に合せて国民年金保険料を納付

した。申立期間以外の免除期間についても追納するなどして未納期間を

なくすようにしてきたので、申立期間が未納であるのは納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、現年度での納付が遅れたため、申立人の妻がＡ市

役所から新たに発行された納付書で、納付期日に合せて国民年金保険料

を納付したとしているところ、Ａ市の国民年金被保険者名簿では、昭和

59 年４月 20 日に申立期間直前の 57 年４月から同年６月までの期間の保

険料を、また、60 年４月１日に申立期間直後の 58 年１月から同年３月ま

での期間の保険料をそれぞれ過年度納付したことが明記されており、申

立期間についても過年度納付書が発行されたと推認でき、未納であるの

は不自然である。 

また、申立期間は６か月と短期間であり、申立人及びその妻は、申立

期間の前後の期間を過年度納付した時期において住所に異動は無く、生

活状況に変化はみられないことから、申立期間の国民年金保険料を納付

できない事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間以降の免除期間についても追納で国民年

金保険料を納付するなど未納は無く、保険料の納付意識が高いことがう



                      

  

かがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1590 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 43 年３月まで 

    昭和 37 年ごろＡ町（現在は、Ｂ市。以下同じ。）で、夫婦一緒に国

民年金に加入した。昭和 43 年にＣ市（現在は、Ｄ市。以下同じ。）へ

転居するまで、Ａ町役場に行って印紙を購入し国民年金手帳に貼って納

付した記憶があるので、申立期間が未納となっていることに納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の夫が申立期間当時加入していた健康保険組合の会合

で、申立人の友人から国民年金への加入を勧められ、Ａ町役場に出向い

て夫婦二人の国民年金の加入手続を行ったこと、３か月ごとにＡ町役場

で印紙を購入し国民年金手帳に貼付
ちょうふ

していたこと、国民年金手帳の色は

水色であったこと、加入当初の保険料額は 100 円だったこと等を記憶し

ており、その内容は具体的かつ鮮明で申立内容には信憑性
しんぴょうせい

また、申立人に国民年金の加入を勧めたとする申立人の友人は、国民

年金制度開始当初から国民年金に加入し保険料を納付しており、申立人

と共にＡ町役場で納付したことがあると証言している。 

が認められる。 

   さらに、申立人は、申立人自身が運転する車で隣人と一緒に町役場まで

行き、保険料を納付したとしているところ、その隣人の娘は、自分の母

親が申立人と共にＡ町役場に保険料を納付しに行っていたと証言してお

り、その隣人も、国民年金制度開始当初から国民年金に加入し、一部未

納期間があるものの、申立期間の保険料を納付していることが確認でき



                      

  

る。 

   加えて、社会保険庁の記録では、申立人夫婦は、Ａ町から転居したＣ市

で、昭和 46 年 11 月に申立期間後の 43 年４月から 47 年３月までの期間

の保険料を特例納付、過年度納付及び現年度納付していることから、申

立期間が未納であれば、この時納付したと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1591 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 43 年３月まで 

昭和 37 年ごろＡ町（現在は、Ｂ市。以下同じ。）で、夫婦一緒に国

民年金に加入した。昭和 43 年にＣ市（現在は、Ｄ市。以下同じ。）へ

転居するまで、妻がＡ町役場に行って印紙を購入し国民年金手帳に貼っ

て納付した記憶があるので、申立期間が未納となっていることに納得で

きない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻が、申立期間当時申立人が加入していた健康保険

組合の会合で、申立人の妻の友人から国民年金への加入を勧められ、夫

婦二人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したとして

いるところ、申立人の妻は、Ａ町役場に出向いて夫婦二人の国民年金の

加入手続を行ったこと、３か月ごとにＡ町役場で印紙を購入し国民年金

手帳に貼付
ちょうふ

していたこと、国民年金手帳の色は水色であったこと、加入

当初の保険料額は 100 円だったこと等を記憶しており、その内容は具体

的かつ鮮明で申立内容には信憑性
しんぴょうせい

また、申立人の妻に国民年金の加入を勧めたとする申立人の妻の友人

は、国民年金制度開始当初から国民年金に加入し保険料を納付しており、

申立人の妻と共にＡ町役場で納付したことがあると証言している。 

が認められる。 

   さらに、申立人の妻は、運転する車で隣人と一緒に町役場まで行き、保

険料を納付したとしているところ、その隣人の娘は、自分の母親が申立

人の妻と共にＡ町役場に保険料を納付しに行っていたと証言しており、



                      

  

その隣人も、国民年金制度開始当初から国民年金に加入し、一部未納期

間があるものの、申立期間の保険料を納付していることが確認できる。 

   加えて、社会保険庁の記録では、申立人夫婦は、Ａ町から転居したＣ市

で、昭和 46 年 11 月に申立期間後の 43 年４月から 47 年３月までの期間

の保険料を特例納付、過年度納付及び現年度納付していることから、申

立期間が未納であれば、この時納付したと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1593 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年１月から同年３月まで 

        昭和 44 年までは公務員であったり、民間企業で働いたりしていたが、

44 年末に国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付し続けた。60

歳になってから任意加入した時期もあり、納付書が届くと必ず納付して

いた。督促を受けたこともないので、未納が見つかったことには驚いて

おり、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年 12 月に国民年金に任意加入し、国民年金加入期間

中は申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、60 歳以降も

国民年金に任意加入し、付加保険料を含めて国民年金保険料を前納する

など、納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立人は、申立期間当時に国民年金保険料を納付していた金融

機関名も具体的に記憶しており、申立内容に不自然さは無く、信 憑
ぴょう

さらに、申立期間は３か月と短期間であり、申立期間の前後は付加保

険料を含めて国民年金保険料を納付済みである上、申立期間の前後にお

いて、申立人の経済状況に変化は無く、申立期間の保険料を納付できな

い特別な事情はみられない。 

性が

認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を、付加保険料を含めて納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1595 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年４月から 63 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から 63 年３月まで 

平成元年５月に結婚して婚姻届を提出するために、妻がＡ市役所へ出

向いた際、当時の国民年金課の人に保険料を滞納している期間があると

籍に入れられないと言われて２年分の納付書を発行してもらった。妻が

分割で保険料を納付したので、申立期間が未納となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、元妻がＡ市役所へ婚姻届を提出した際に、

申立人の国民年金保険料の未納を指摘され、未納分の納付書を分割で発行

してもらい、それを元妻がすべて納付したと主張しているところ、申立人

の元妻も、後日郵送された納付書は 20 数枚あり、受け取った納付書はす

べて納付したと証言しており、申立人の主張を裏付けている。 

また、社会保険庁の記録では、申立人は平成元年５月 17 日に昭和 63 年

４月から同年６月までを過年度納付しており、申立てのとおり、申立人の

元妻が婚姻届を提出したころに過年度納付書が発行されたことが推認でき

る。 

一方、申立期間のうち、昭和 61 年４月から 62 年３月までの期間につい

て、申立人の元妻が婚姻届を提出した平成元年５月の時点においては、制

度上時効により納付できない期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 62 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案638 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２   申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年３月19日から43年２月21日まで 

社会保険庁の記録では、昭和43年３月22日に脱退手当金を受領したこ

とになっているが、Ａ所を辞めるとき、脱退手当金の制度の説明を聞い

たことも無いし、手続きをした記憶も無いことから、厚生年金保険の記

録として認めてほしい。 

 

第３   委員会の判断の理由 

昭和39年６月から44年３月までの期間に厚生年金保険の被保険者資格

を喪失した記録のある13名を任意に抽出し調査したところ、９名は脱退

手当金が支給されていないことから、退職手続の一環としての代理請求

は考え難い。 

また、申立人の資格取得日がオンライン記録と厚生年金保険被保険者

名簿の記録と相違する上、法定支給額も460円相違していることから、適

切な事務処理が行われたとは言い難いものとなっている。 

さらに、申立人は退職時に事業主から退職金を受領し、その金額も具

体的に記憶しているところ、事業主及び申立人の同僚証言から、申立人

が受領した退職金の額はおおむね合致しており、脱退手当金が退職金に

含まれていたとは考え難い上、申立人は、事業所に155月の長期に渡り勤

務し、厚生年金保険資格喪失後の４か月後に国民年金保険に任意加入す

るなど、脱退手当金を受給した動機が判然としない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は申立期間に係る脱退手当金を受給したと認めるこ

とはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 645 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和37年４月１日から43年４月19日まで 

             ② 昭和43年８月15日から46年１月21日まで 

             ③ 昭和46年11月14日から47年７月１日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ株式会社、Ｂ株式会社及びＣ株式会社の厚

生年金保険被保険者期間が脱退手当金支給済みとなっているが、Ｂ株式

会社とＣ株式会社の厚生年金保険被保険者期間は請求もしていないし、

受け取ってもいないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の最終勤務事業所の被保険者で、申立人以外の脱退手当金受給者

は受給資格者 23 名中３名と少なく、その支給決定は厚生年金保険の資格

喪失日から６か月後が１名で９か月後が２名であるところから、事業主

が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険

被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、最終勤務事業所の前

の事業所の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請

求となっている。しかしながら申立人が４回の被保険者期間のうち、申立

期間のみを請求し、最終勤務事業所の前の事業所の被保険者期間を失念す

るとは考え難い上、未請求となっている被保険者期間と申立期間である３

回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、支給され

ていない期間が存在することは事務処理上不自然である。 

 これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 12 月９日から 42 年５月１日まで 

    私はＡ社退職時に人事部から「短期大学卒業後は保母として就職する

のでしょう」「厚生年金の脱退処理はしない」と言われたことを記憶

している。私は脱退手当金の請求はしていない。申立期間を厚生年金

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前の被保険者

期間はその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしなが

ら、未請求となっている被保険者期間は、最初の被保険者期間及び２回目

の被保険者期間でありそのような事業所（２回の被保険者期間はＢ銀行の

支店間異動）を失念するとは考え難い。 

また、申立人は、申立期間に勤務していた事業所を退職後すぐ保母にな

るために短期大学に進学し、婚姻も約３年半後にしていることから脱退手

当金が支給された当時、引き続き勤務する意思が認められ、脱退手当金が

支給された当時の申立人の生活状況等を踏まえた申立内容に不自然さは無

いことを踏まえると、申立人が当時脱退手当金を請求する意思を有してい

たとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日を昭和 41 年８月 1 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 41 年４月１日から同年８月１日 

    年金記録を確認したところ、昭和 41 年４月１日にＡ株式会社で資格

喪失し、同年８月１日に同社Ｂ工場で資格取得したこととなっている。

実際には、その間も継続して勤務しており空白期間は無いはずなので、

申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   人事記録、雇用保険の記録及び同僚の証言などにより、申立人がＡ株式

会社に継続して勤務していたことが認められる。  

また、Ａ株式会社から提出された『厚生年金事務取扱い』によれば、

同社で全従業員対象に管理していた厚生年金の事務については、昭和 41

年７月８日以降順次各事業部へ移管したとする記載が確認でき、同社Ｂ

工場については、同年８月１日に当該事務の移管を受け社会保険の新規

適用を受けたとみるのが妥当であり、従って、同工場の被保険者につい

ては、社会保険の新規適用前は、同社での被保険者として管理されてい

たと推定できる。 

このことは、Ａ株式会社Ｂ工場の新規適用日（昭和 41 年８月１日）に

おける厚生年金保険の被保険者 245 名（申立人を含む。）の中から無作

為で抽出した 61 名（申立人を含まない。）について、社会保険庁の記録

によれば、61 名全員が同工場で被保険者資格を取得する以前は、Ａ株式



                      

  

会社で被保険者であったことからも裏付けられる。 

以上のことを踏まえると、申立人の申立期間については、Ａ株式会社

で厚生年金保険の被保険者資格を有していたと考えるのが妥当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められ、Ａ株式会社

における資格喪失日を同年８月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年４月の資格喪失

時点における社会保険事務所の記録から、２万 8,000 円とすることが妥

当である。  

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 668     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式

会社。以下同じ。）Ｃ営業所における資格取得日に係る記録を昭和 37 年

８月 16 日に、資格喪失日に係る記録を 38 年４月 30 日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を２万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 37 年８月 16 日から 38 年４月 30 日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について、

Ａ株式会社Ｃ営業所での記録が無い旨の回答をもらった。昭和 28 年に

入社してから平成４年に退職するまで、何度か転勤しているが同社にお

いて継続勤務していたので､申立期間について被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 37 年分と 38 年分の給与所得の源泉徴収票、人事台帳及び雇用保

険の記録により、申立人がＡ株式会社に継続して勤務し、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37 年分と 38 年分の

給与所得の源泉徴収票及び昭和 36 年８月と 38 年４月の社会保険事務所

の記録から、２万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立

期間のＡ株式会社Ｃ営業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理

番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記

録が失われたことは考えられない。また、仮に、事業主から申立人に係



                      

  

る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者報酬

月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届も提出されているにもかかわら

ず、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していな

いとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪

等に係る届出が行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る申請期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1563 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 49 年４月から 50 年９月までの期間、52 年１月から 54 年

２月までの期間及び 54 年４月から 55 年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ：  昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 49 年４月から 50 年９月まで 

             ② 昭和 52 年１月から 54 年２月まで 

             ③ 昭和 54 年４月から 55 年３月まで 

    社会保険事務所に行って、国民年金保険料の納付記録を調べてもらっ

たところ、申立期間①、②及び③が未納と言われたが、確かに納めて

いたので未納とされることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和49年４月にＡ市に転入するとともに、国民年金の資格取

得届をＡ市役所に提出し、その後は欠かさず保険料を納付したと主張して

いるが、申立人が申立期間に係る保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無い。                                 

また、申立期間①については、昭和 45 年２月にＢ区で国民年金手帳記

号番号の払出しを受けた後、Ｃ区に転居したが、国民年金の資格取得及び

資格喪失の手続を適切に行わなかったため、Ａ市で手続を行うまで国民年

金保険料の納付書が住所地に送付されず、保険料を納付できなかったと推

認されるとともに、Ａ市転入後は、資格取得届の提出が 54 年３月に行わ

れたため、保険料は時効により納付できなかったものと考えられる。          

さらに、申立期間②については、国民年金保険料を納付する場合、過年

度納付となるが、申立人はさかのぼって保険料を納付したことはないとし

ており、ほかに過年度納付したことをうかがわせる事情は見当たらない。            

加えて、申立期間③については、申立人の納付金額等の記憶があいまい

で、社会保険庁の特殊台帳やＡ市保有の納付記録でも、国民年金保険料を



                      

  

納付していたことがうかがえない上、申立人は過去に、資格取得届を提出

した際、短期間の保険料をまとめて納付し、その後長期間の保険料を未納

とすることを繰り返していることが確認できることから、申立期間③の保

険料を納付したと考えることは困難である。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1564 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年８月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年８月から 51 年３月まで 

    国民年金保険料の納付記録について、社会保険事務所に照会したとこ

ろ、申立期間の納付事実が確認できないとの回答があったが、当該期間

は、Ａ市で保険料を納付したので、未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 47 年 11 月の結婚を控え、将来のことを考えて 47 年８

月に国民年金に再加入し、申立期間の保険料をその妻の分を含めて、Ａ

市（現在は、Ｂ市）Ｃ出張所及びＤ銀行（現在は、Ｆ銀行）Ｇ支店で、

自ら納付したと主張しているが、その妻は、47 年９月から 48 年７月まで

の期間が未加入で、48 年８月から 52 年３月までは未納であることから、

申立人のみ、申立期間の保険料を納付したと考えることは困難である。 

また、申立人は、申立期間について、国民年金保険料を過年度納付及

び特例納付した記憶が無いとしていることから、申立人が当該期間の保

険料を納付していたとは考え難い。 

さらに、申立期間について、納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1567 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年７月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年７月から 52 年３月まで 

昭和 51 年３月に会社を辞め、厚生年金保険の被保険者だった期間の

脱退手当金を受給した後、時期は不明であるものの、申立期間の国民年

金保険料を納付したので、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年３月に会社を退職後、Ａ町役場（現在は、Ｂ市役

所）で申立期間の国民年金保険料として８万円から 10 万円を一括して納

付したと主張しているが、申立期間には、後に脱退手当金を受給した厚

生年金保険の被保険者だった 42 年８月から 45 年５月までの期間及び 45

年７月から 47 年１月までの期間が含まれていることから、申立期間の保

険料を納付することは不可能だったと考えられる。 

また、記録上強制被保険者であった申立人が 35 歳となった昭和 53 年

２月以降に、Ａ町役場が申立人の被保険者名簿を作成した形跡がうかが

えるとともに、昭和 52 年度の保険料が 53 年３月１日に一括納付された

記録が確認できることから、申立人は、同市からの納付勧奨を受けて国

民年金保険料を納付したことが推認できるが、申立期間に及ぶまでさか

のぼって保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い上、納付の事実をうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1568 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年９月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年９月から 46 年３月まで 

    夫に勧められて国民年金に加入した。申立期間は 38 年も以前のこと

で国民年金手帳や保険料を納付した領収書は無くなっているが、申立

期間の前後は納付済みであり、申立期間のみが未納となっていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間直後の昭和46年４月からの国民年金保険料が納付済

みとなっていることから、申立期間のみが未納となっていることは不自然

であると主張しているが、申立人は44年９月、Ａ市で国民年金に任意加入

し、その際申立人は45年８月分までの保険料を前納し、その後、申立人の

夫の転勤によりＢ市に転居し、45年２月５日にＢ市役所で転入手続を行っ

ており、届出の時点では申立期間の保険料を納付しないで住所変更手続の

みを行い、その後に国民年金手帳を持参してＢ市役所等に出向き保険料を

納付することになったものと考えられる。 

   しかしながら、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付のために、

Ｂ市役所等に出向いたことや、当時の保険料額等の記憶もほとんど曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

で

ある上に、関連資料（家計簿、確定申告書等）も無いことからその納付状

況は不明である。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1571 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から 53 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年１月から 53 年 12 月まで 

    平成 18 年８月に届いた社会保険庁からの加入記録により、昭和 50 年

１月から 53 年 12 月までの空白期間があることが分かった。年金の重要

性については以前から母より聞き理解していたので、昭和 49 年 12 月ご

ろにＡ市役所（現在は、Ｂ市。以下同じ。）にて国民年金の任意加入手

続をし、保険料を納付してきた。申立期間が未納とされているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年ころに国民年金の加入手続を行い、保険料の納付

を開始した 50 年当時の保険料額は年額でおよそ８万円から 10 万円であり、

納付方法は市役所から送付された 12 枚綴りの納付書により納付したとし

ているが、申立期間当時の年額保険料は１万 3,200 円で、申立ての保険料

額となったのは 60 年度以降であった上、Ｂ市役所によると、12 枚綴りの

納付書により納付できることとなったのは 60 年度からであったとしてい

ることから申立内容とは相違する。 

また、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿は昭和 54 年２月に作

成され、かつ、申立人の国民年金手帳記号番号が 54 年５月に払い出され

ていることから、申立人が国民年金の任意加入手続を行った時期は、54

年１月ころと考えるのが合理的である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無い上、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1574 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年 12 月から 50 年９月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 12 月から 50 年９月まで 

    私は、おそば屋を開業した昭和 50 年７月ころ、国民年金保険料の納

付書が送られてきたので６か月分の保険料を納付した。その後、また納

付書が届き、これが続いて 20 歳までの未納の保険料をさかのぼり納付

するための納付書が７回送られてきたので、これを全て納付した。申立

期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年６月にＡ区役所に婚姻届を行ってから同区役所か

ら国民年金保険料の納付書が送達され、当初６か月分の保険料を納付書に

より納付すると、20 歳までさかのぼった未納保険料の納付書が次々と計

７回送達されたので全て納付したと主張しているが、Ａ区役所では、本庁

舎及び支所において現年度分のみの保険料は収納するが、過年度分の保険

料や特例納付のための納付書の交付は行っていないとしている。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料額について、１か月分 70

円から 120 円くらいで年間 1,500 円くらいだったと記憶していると主張し

ているが、昭和 43 年 12 月は月 200 円、44 年１月からは月 250 円で年間

2,950 円、49 年当時は年間１万 800 円であるなど実際の保険料と大きく異

なっている。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、過年度納付や

特例納付により納付した記憶及び国民年金の加入手続を行った記憶も無い

としている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1576 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月から同年３月まで 

    昭和 50 年ころ、夫婦分の国民年金保険料の納付書が届いたので、Ａ

銀行Ｂ支店の職員に納付書と現金を預けて保険料を一緒に納めた。納

付書に書かれていた夫婦の納付金額に差違があったことを憶えている。

その後は毎年届く納付書で納めていた。保管している 50 年の現金出納

帳には保険料７万 200 円との記載があるので、当時の保険料額から納

付期間を計算してみたところ、私は 45 年４月から 51 年３月まで、妻

は 49 年４月から同年 12 月までの期間及び 50 年４月から 51 年３月ま

での期間の保険料額と一致した。申立期間が未納となっていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、夫婦二人分を一括で納付したとする金額７万200円は、国民

年金保険料が納付済みとなっている期間のうち、申立人の昭和45年４月か

ら50年12月までの期間（このうち45年４月から47年12月までは特例納付）

及び申立人の妻の50年４月から同年12月までの期間の保険料額と一致して

いることから、申立期間の保険料は一括で納付した金額には含まれていな

いと考えるのが合理的である。 

また、申立人の昭和50年分確定申告書（控）に記載のある国民年金保険

料額は、50年の１年分の保険料額と一致するものの、申立人夫婦が一括で

納付したとする保険料額とは大きく異なるとともに、申立人が所持する51

年以降の現金出納帳、仕入経費帳、確定申告書（控）には、申立期間の保

険料額の記載は無い。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1577 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から同年 12 月までの期間及び 51 年１月から同

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 51 年１月から同年３月まで 

    昭和 50 年ころ、夫婦分の国民年金保険料の納付書が届いたので、Ａ

銀行Ｂ支店の職員に納付書と現金を預けて保険料を一緒に納めた。納

付書に書かれていた夫婦の納付金額に差違があったことを憶えている。

その後は毎年届く納付書で納めていた。保管している 50 年の現金出納

帳には保険料７万 200 円との記載があるので、当時の保険料額から納

付期間を計算してみたところ、夫は 45 年４月から 51 年３月まで、私

は 49 年４月から同年 12 月までの期間及び 50 年４月から 51 年３月ま

での期間の保険料額と一致した。申立期間が未納となっていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、夫婦二人分を一括で納付したとする金額７万200円は、国民

年金保険料が納付済みとなっている期間のうち、申立人の夫の昭和45年４

月から50年12月までの期間（このうち45年４月から47年12月までは特例納

付）及び申立人の50年４月から同年12月までの期間の保険料額と一致して

いることから、申立期間の保険料は一括で納付した金額には含まれていな

いと考えるのが合理的である。 

また、申立人の夫の昭和50年分確定申告書（控）に記載のある国民年金

保険料額は、50年の１年分の保険料額と一致するものの、申立人夫婦が一

括で納付したとする保険料額とは大きく異なるとともに、申立人が所持す

る51年以降の現金出納帳、仕入経費帳、確定申告書（控）には、申立期間



                      

  

の保険料額の記載は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1582 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年４月から 46 年３月までの期間及び 47 年４月から 48

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 47 年４月から 48 年３月まで 

    私は、20 歳になったとき、自動車修理工場で働きながら農業の手伝

いをしていたが、同工場は厚生年金保険に入っていなかったので、父親

が将来を心配して国民年金の加入手続を行い、保険料もＡ町（現在はＢ

市。以下同じ。）役場等に納付していた記憶があり、父親が自分の保険

料を納付していたならば私の分も一緒に納付していたはずである。加入

直後の申立期間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続、国民年金保険料の納付について、すべ

て申立人の父親が行ったと述べているが、保険料の納付についての具体的

な記憶が無く、保険料を納付していたことを示す国民年金手帳及び関連資

料（確定申告書等）も無い。 

また、申立人の申立期間①及び②の国民年金保険料の納付記録について

は、社会保険庁の特殊台帳及びＡ町国民年金被保険者名簿により未納であ

ることが確認できるともに、最初の納付は昭和 46 年度分を昭和 48 年３月

２日に過年度納付していることが確認でき、その時点で申立期間①は時効

により納付することができない。 

   さらに、申立期間②については、昭和 48 年３月２日に昭和 46 年度分の

国民年金保険料を過年度納付した時点では現年度納付が可能であったが、

過年度納付を行うには納付書の交付を社会保険事務所で受け、指示された

納付窓口に納付することとなるが、現年度納付は過年度納付とは別にＡ町



                      

  

で取り扱われており、Ａ町国民年金被保険者名簿は、申立人及び両親共に

すべての納付日が整然と記録され、当該名簿の納付記録に不備はみられず、

申立期間②の保険料を納付したとする事情を得るには至らなかった。 

   加えて、申立期間①及び②について、申立人は過年度納付及び特例納付

によって国民年金保険料を納付したとする記憶もないとしており、ほかに

保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案1583      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和44年10月から50年３月までの国民年金保険料については、 

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和44年10月から50年３月まで 

私は、国民年金に任意加入し保険料を昭和44年10月から50年３月まで

の期間について、区民税と一緒に納めていた。この期間は、保険料につ

いて督促を受けた憶えはない。未納とされるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

申立人は、昭和44年10月に国民年金に任意加入し、50年３月まで区民

税と一緒に国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の

国民年金手帳記号番号の払出日は52年３月10日であり、その時点では、

申立期間の大部分は時効により納付出来ない上、別の手帳記号番号が払

い出された周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間当時、大学で研究活動に従事し、週１日か

２日アルバイトをしていたとしていることから、区民税が課税される程

の所得は無かったと考えられ、その主張には、齟齬
そ ご

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書控等）が無い。 

がある。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

  



                      

  

埼玉国民年金 事案 1585 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年１月から 41 年３月までの国民年金保険料については、 

  納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 1 月から 41 年３月まで 

    年金記録を確認したところ、申立期間について未納とされていたが、

当該期間の国民年金保険料は父親が納付してくれたはずであり、未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、父親が国民年金保険料を納付したはずで

あると主張しているが、保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い上、社会保険庁の記録によると、その父親は申

立期間のうち、昭和 39 年４月から 40 年３月までの期間、その母親は 39

年４月から 41 年３月までの期間が申請免除となっており、この期間の申

立人の保険料のみを納付したとは考え難い。 

   また、申立人が所持する国民年金手帳は、昭和 43 年７月 10 日に発行さ

れており、この時点では申立期間は時効により納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、実際に加入手続と国民年金保険料を納付したという父親は既に

他界しており、当時の国民年金の加入状況、保険料の納付状況が定かでな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1588 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年８月までの期間及び 37 年 11 月から

38 年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 37 年８月まで 

② 昭和 37 年 11 月から 38 年６月まで 

    国民年金制度が始まった昭和 36 年４月に、義母が自分と私の分につ

いて一緒に加入手続をしてくれた。申立期間①の国民年金保険料につい

ても、義母が私の分を一緒に集金で納付していたようだ。申立期間②に

ついては、会社を辞めてから、私がＡ区Ｂ地の出張所で国民年金の加入

手続をして、保険料も私が納付した。社会保険庁の記録では、申立期間

が未加入となっているが、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保

険料の納付は申立人の義母が行ったと主張しているが、義母は既に他界

しており、申立人自身は保険料の納付に関与していないことから、申立

期間の具体的な納付方法、納付場所、納付金額等が不明である。 

    また、申立人の義母が申立期間について保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人の別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情もみられな

い。 

 

  ２ 申立期間②について、社会保険庁の記録では、申立人は会社退職から

約８か月後の昭和 38 年７月に国民年金の加入手続を行い、会社退職後

の 37 年 11 月から 38 年６月までの期間が未加入期間となっているが、

申立人は、国民年金の加入手続をしたのは、会社を辞めてすぐではなか



                      

  

ったと述べている等、申立人には加入手続を行った時期の明確な記憶は

無い。 

 

  ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1592 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 12 月から 43 年１月までの期間及び 44 年１月から

50 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 36 年 12 月から 43 年１月まで 

             ② 昭和 44 年１月から 50 年３月まで 

    昭和 49 年ころＡ市役所で国民年金の加入手続を行ったところ、市役

所職員から、今なら過去の未納期間の保険料を一括納付できると勧めら

れ７万円から８万円を納付した。65 歳になった平成 10 年に国民年金保

険料の納付記録を見たところ、あまりに納付年数が少ないので調べても

らったが、申立期間の納付記録が確認できないとのことだった。申立期

間については、一括納付しているので、未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を一括納付したとする昭和

49 年は、第２回特例納付実施期間に該当するが、申立期間の保険料を第

２回特例納付で納付した場合の保険料額は 12 万円以上となり、申立人が

納付したとする金額(７万円から８万円)とかい離する上、実際に保険料を

納付したとする申立人の妻は、市役所窓口で納付したとするが、市役所窓

口では特例納付の保険料の収納を行っておらず、記憶と相違する。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年２月に払い出され

ており、払出時期からすると、第２回特例納付では納付できない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを裏付ける関連資料

(家計簿、確定申告書等）は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 1594 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月から６年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から６年３月まで 

申立期間については、大学生でＡ市に居住していたが、実家があるＢ

市で母親が国民年金保険料の免除申請を行った。母親は書類を市役所に

提出し、確かに受理されたので、申立期間が未納となっているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、学生が国民年金に強制加入になった平成３年４月当時、大学

生でＡ市に在住していたが、実家があるＢ市で申立人の母親がＢ市役所に

出向き申立人の国民年金保険料の免除申請を行い、提出した書類を市役所

で受理されたとしているが、申立人は、元年４月から６年３月までＡ市に

住所があり、この間はＢ市で国民年金保険料の免除申請手続を行うことは

できない。 

また、Ｂ市及びＡ市とも、通常、他市との間で国民年金保険料の免除申

請書類の移送を行っていないとしており、申立人及び申立人の母親もＡ市

で免除申請を行ったことは無いとしていることから、Ａ市で申立人の免除

申請手続が行われたとは考え難い。 

   さらに、申立人の母親は、申立人の２人の弟についてもＢ市で免除申請

を行ったとしているが、Ｂ市に住所が無かった次弟も社会保険庁の記録で

は未納となっている上、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除された

ことを裏付ける関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 634 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 21 年４月から 22 年８月 10 日まで 

    社会保険庁の記録によれば、Ａ株式会社Ｂ出張所における資格取得日

が昭和 22 年８月 10 日になっている。 

しかし、昭和 21 年４月頃から勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言から申立人がＡ株式会社Ｂ出張所に勤務していたこと

はうかがえるものの、社会保険庁が保管している健康保険厚生年金保険被

保険者原票により、当該事業所が適用事業所となったのは昭和 22 年８月

１日であることが確認できる。 

また、当該事業所に申立人より先に勤務していたと証言している同僚も

申立人と同様、昭和 22 年８月 10 日に資格を取得している。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

 このほか、当該事業所は既に全喪しており、申立てに係る事実を確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成元年２月から同年７月まで 

 社会保険事務所に厚生年金保険加入記録について照会したところ、申

立期間の記録が無いとの回答を得た。当該期間は、株式会社ＡのＢ店で

パートとして勤務し、厚生年金保険に加入していたので、被保険者記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言により、申立人が申立期間に申立ての事業所に勤務していた

ことがうかがえる。 

しかし、申立人は、社会保険庁の記録により、申立期間において申立

人の厚生年金保険加入記録が無い上、雇用保険の加入記録も確認できな

い。 

また、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細、源泉徴収票などの資

料も無い。 

さらに、当該事業所は、既に全喪しており、申立てに係る事実を確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 636 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年１月 15 日から同年 10 月１日まで 

    昭和 43 年１月７日から 54 年 11 月 30 日までＡ社に継続勤務したが、

45 年１月 15 日から同年 10 月１日までの間の厚生年金保険の被保険者

記録が無く、この間については国民年金の加入期間となっている。Ａ社

は一度も辞めた記憶が無く、子供がいたので健康保険証を使って病院に

行っていた。この間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び同僚の証言により、申立人が有限会社Ａ社において

勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する有限会社Ａ社の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿によれば、申立人の記録は昭和 45 年１月 15 日退職

喪失、同年 10 月１日再取得となっており、同事業所が加入していたＢ年

金基金が保管する申立人の記録とも一致している。 

また、申立人は、申立期間において、厚生年金保険資格喪失により国民

年金保険の資格を取得し保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

加えて、当該事業所は既に全喪し、当時の事業主も死亡しており、申立

内容に係る同僚の証言も得られず、申立に係る事実を確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   このほか、申立に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情等を総合的



                      

  

に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 637 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年７月４日から 36 年８月１日まで 

私は申立期間にＡ所に住み込みで勤務していた。社会保険庁の記録で

は、厚生年金保険被保険者記録が確認できなかった。給与も支給されて

おり、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたとするＡ所は、申立期間当時、Ｂ会を通じて社会

保険に加入していたことから、社会保険事務所が保管しているＢ会の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿を調査したところ、申立期間において

申立人（通称名を含む。）の記録は無く、健康保険の番号にも欠番が見

られないことが確認できる。 

   また、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票などの資

料は無い。 

   このほか、申立人は、勤務していたとするＡ所の事業主・同僚の名前を

記憶しておらず、また、同所は既に廃業していることから申立人に係る

勤務実態や厚生年金保険料の控除について証言等を得ることができず、

申立に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。  



                      

  

埼玉厚生年金 事案639 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏 名 : 女  

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和13年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年６月１日から 44 年 12 月 19 日まで 

私は、昭和38年６月１日から50年１月26日まで約11年８か月間Ａ協

会に勤務した。昭和44年にＢ組合に切り替わるまでは、厚生年金保険

の適用事業所であり、私も厚生年金保険に加入していた。その切り替

わる際、事業所の上司に「厚生年金保険のまま置いてほしい」と伝え、

脱退手当金の請求書も書かなかったのに、厚生年金保険の記録が無い

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、事業所においては脱退手当金の代理請求をしていたと

の証言が得られたところ、申立人と同日に厚生年金保険被保険者資格喪

失日がある者８名について、脱退手当金の支給状況を調査した結果、４

名については脱退手当金が支給されている一方、残りの４名については、

脱退手当金が支給されていないことが確認できたことから、事業主が本

人の委任を受けつつ、正当に代理請求が行われていたと考えるのが妥当

である。 

また、事業所に保管されていた記録からは、申立人が脱退手当金を請求

したことが確認できる上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤

りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

なお、申立人は、自分の意思に反して厚生年金保険を脱退させられたこ

とに対する公正な判断をも求めているが、このような不服に係る認定事務

は、年金記録確認第三者委員会が行うものではない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認

めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 640 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年８月 25 日から 37 年２月 27 日まで 

    社会保険庁の記録では有限会社Ａの厚生年金保険の被保険者期間が脱

退手当金を受けたことになっているが、脱退したことは無いので記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の事業所で申立人の厚生年金保険資格喪失日の前後３年以内に資

格喪失した脱退手当金の受給記録のある複数の元同僚から「会社が請求手

続きをしてくれた。」との証言が得られたことから、申立人についても事

業主による代理請求がなされた可能性が高いと考えられる。 

また、申立人の被保険者原票には、脱退手当金が支給されたことを意味

する表示が記されている。 

さらに、申立人が受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情を総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年４月 14 日から 39 年４月１日まで 

              （Ａ株式会社） 

             ② 昭和 42 年６月１日から同年 10 月１日まで 

              （Ｂ社） 

             ③ 昭和 43 年１月 24 日から 44 年１月 21 日まで 

              （株式会社Ｃ） 

    60 歳になり、厚生年金を受給しようと社会保険事務所へ行った。そ

の際脱退手当金を受給していると言われ驚いた。私は脱退手当金の請求

をしたことはありません。申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の被保険者名簿には「脱」の表示に丸印が付されており、申立期

間は同一の厚生年金保険被保険者番号であり、支給額に計算上の誤りは無

く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約２か月後の昭和44 年

３月31日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

また、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人の申立

期間に係る脱退手当金は受給していないものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 642 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年８月３日から 40 年７月 25 日まで 

    昭和35年９月12日から39年８月１日まではＡ株式会社（現在は、Ｂ株

式会社。）、昭和39年８月３日から40年７月25日までは株式会社Ｃ（現

在は、株式会社Ｄ。）が、脱退となっているが、Ａ株式会社に関して

は脱退したような記憶があるが、株式会社Ｃについては出産のために

Ｅ地へ帰省し、そのまま退職扱いになっておりその間の給与も受け取

っていない。脱退手当金を受給済とのことだが、２件とも銀行振込を

されていない。Ａ時代はＦ姓で、Ｃ時代はＧ姓で勤務している。ぜひ

調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る被保険者台帳には、脱退手当金を支給したことを示す

「脱」印が記載されている上、オンライン記録上の脱退手当金の支給金額

にも誤りはなく、一連の事務手続に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、Ａ株式会社で脱退手当金を受給したような記憶があり、

申立期間である株式会社Ｃでは、脱退手当金を受給した記憶が無いとして

いるところ、両社は同一の手帳番号であり、Ａ株式会社を退職後すぐに株

式会社Ｃで厚生年金保険被保険者資格を取得していることから、脱退手当

金を請求することは不可能である上、申立期間である株式会社Ｃの厚生年

金保険被保険者期間のみでは脱退手当金の支給要件を満たすことができな

い。 

なお、申立人はＡ株式会社を辞めた際に３万円ほど受給した記憶がある

としているが、この金額は申立人のオンライン記録上の脱退手当金の支給

金額と、株式会社Ｃ株式会社の標準報酬月額を合計した金額とほぼ一致し



                      

  

ていることから、株式会社Ｃを退職した際に受給したものと考えるのが自

然である。 

   さらに、申立人に聴取しても受給した記憶が無いというほかに、脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は申

立期間における脱退手当金を受給していないと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 643 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 10 月１日から 42 年１月 29 日まで 

              ② 昭和 43 年４月１日から同年８月５日まで 

                ③ 昭和 43 年９月１日から 44 年 11 月 25 日まで 

Ａ病院（現在は、Ｂ病院。）退職当時は、妊娠し悪阻が激しく、

職務に復帰することができなかったので、夫が私に代わって勤務先

へその旨を伝えて退職することになった。したがって、自分自身で

は退職の事務手続を一切していないため、脱退手当金の制度を知ら

ず、脱退手当金の請求もしていない。社会保険事務所の記録で、脱

退手当金を支給されたことになっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

被保険者記号番号払出簿の申立人の氏名は、Ａ病院を退職した約５か月

後の昭和 45 年４月 28 日に旧姓から新姓に氏名変更されており、申立期間

の脱退手当金は同年６月５日に支給決定されていることを踏まえると、脱

退手当金の請求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 644 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年５月１日から 20 年 10 月１日まで 

                      (Ａ株式会社) 

    社会保険庁の記録では、申立期間は脱退手当金を支給済みとの回答で 

   あったが、脱退手当金を受給してはいないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者旧台帳には、給付種類欄に「脱」、また

備考欄に「49-３」、資格喪失の原因欄に「縮小」と記されているところ、

当時の厚生年金保険法第 49 条の３には例外的な脱退手当金の支給要件が

規定されており、同法施行令第 22 条の２第４号に基づき、戦争終結また

は軍需補償打切による事業所の縮少による資格喪失が支給要件とされてい

たことから、申立人の脱退手当金は事業所がこれらの規定に該当したこと

によって支給決定されたものと推認できる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年５月１日から 31 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 31 年 10 月１日から 33 年３月１日まで 

             ③ 昭和 33 年５月 1 日から 34 年１月 15 日まで 

             ④ 昭和 34 年２月５日から 36 年１月１日まで 

             ⑤ 昭和 36 年１月 21 日から同年８月１日まで 

             ⑥ 昭和 36 年９月４日から 41 年９月 17 日まで 

 年金を受け取る時に、社会保険事務所から昭和 30 年５月１日から 41

年９月 17 日の間にある厚生年金保険加入期間について、脱退手当金の

支給をしたと言われた。その時に、古い台帳を見てほしいと伝えたが、

台帳は保管していないと言われた。私は受給していないので、どこに支

給したのか調べてほしい。私だけでなく他の人も脱退手当金を受け取っ

ていないという人がいると聞いている。自分では納得できないので、脱

退手当金の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、脱退手当金支給日の直前に勤務した株式会社Ａ（厚生年金保

険の適用事業所としては、有限会社Ｂという名称で適用を受けている。）

について、昭和 34 年 11 月から 44 年４月までの期間に退職し厚生年金保

険被保険者資格を喪失した女性の脱退手当金の支給記録を確認したところ、

同社にて脱退手当金の受給権が発生する 24 月以上の被保険者期間がある

17 名のうち 10 名に脱退手当金の支給が確認でき、申立人を含む 11 名全員

の厚生年金保険被保険者名簿に脱退手当金の支給を意味する｢脱｣表示が記

されているとともに、当該 11 名のうち 10 名が２か月から４か月以内の短

期間で支給されていることを踏まえると、事業主が代理請求をしていたと



                      

  

考えるのが妥当であり、申立人についても事業主により代理請求がなされ

たと考えられる。 

また、申立人は退職金として 20 万円を受け取ったとしているところ、

申立人と同時期に当該事業所を退職した女性同僚数名から、｢脱退手当金

は受け取った。｣との証言があり、かつ、｢会社から退職金と一緒に現金で

受け取ったと認識している。厚生年金というようなことでもらった記憶が

ある。｣との証言もある。 

さらに、申立期間の脱退手当金として支給されたとする額に計算上の誤

りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約２か月半後の昭

和 41 年 12 月２日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに

申立人が脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案648 

 

第１  委員会の結論 

申立人は申立期間①について、脱退手当金を受給していないものと認め

ることはできない。 

また、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏 名 : 女  

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和13年生 

住 所 :   

 

２   申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年１月21日から41年２月１日まで 

② 昭和41年２月１日から42年２月１日まで 

申立期間①について、脱退手当金を受け取っているとの回答がきた

が受け取っていないので、第三者委員会へ申立てをする。また、申立期

間②については、Ａ館で勤務していたのに、厚生年金の記録が無いこと

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人が脱退手当金を支給されたと記録され

ているＢ株式会社Ｃ支店について、昭和37年７月から46年12月までの期

間で厚生年金保険の被保険者資格を喪失している同僚19人を任意に抽出

し調査したところ、15名について脱退手当金の支給が確認でき、かつ９

名が２か月から７か月の短期間で支給されていることから、当事業所に

おいては、事業主が代理請求をしていたと考えるのが妥当である。 

また、申立人に係る被保険者名簿に脱退手当金の支給を意味する

「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金の支給額

に計算上の誤りは無い。 

さらに、申立人に聴取しても、脱退手当金を受給した記憶が無いとい

うほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

なお、申立人の名がオンライン記録上「Ｄ」になっていることについ

ては、申立人の厚生年金保険記号番号は、厚生年金保険被保険者台帳記



                      

  

号番号払出簿により、「Ｅ」で昭和39年２月13日に払い出されているこ

とが確認できることから、申立期間当時の申立人の氏名に誤りは無いと

考えるのが妥当である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立期間①については、脱退手当金を受給していないもの

と認めることはできない。 

 

２ 申立期間②については、申立人はＦ区Ｇ地にあったＢ株式会社のＡ館

で勤務していたと主張しているところ、社会保険庁の記録では、申立人

の被保険者記録は確認できない上、Ｂ株式会社本社においても、申立人

に係る申立期間の労働者名簿は存在しないとの回答が得られた。 

また、申立期間において、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことの事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票

等の資料が無い。 

これらの事実及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立期間

②については、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 649 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年５月 11 日から 37 年６月 30 日まで 

    脱退手当金の制度自体知らなかったし、私の家族も受け取っていない。

もし脱退手当金の制度を知っていれば受け取っていたはずなのに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険資格喪失日から約６か月後の昭和37年12月24日に支給決定

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 650 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年７月頃から 35 年 12 月頃まで 

    私は、定時制高校の最終学年であった昭和 34 年７月頃から 35 年 12

月頃までエレベーターの保守点検を行うＡ株式会社に勤務していまし

た。この件については、社会保険事務所に過去３回申立てし、ようや

く社名が分かったのですが、被保険者としての記録がないとのことで

すので、再度、審査して被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、勤務状況や同僚等の氏名を覚えていたことから申立期間にＡ

株式会社に勤務していたことはうかがえるものの、Ａ株式会社は昭和 35

年３月 31 日で解散し、既に事業主も死亡しており、申立人がＡ株式会社

に勤務していたことを確認することはできない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ株式会社の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿においても、申立期間において欠番が無く、申立人の氏名は見

当たらない。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録により、Ａ株式会社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 31 年８月７日であり、35 年３月 31 日

に全喪していることから、申立人が述べている３か月の見習い期間を除く

と、申立人が被保険者となり得る期間は 34 年 10 月から 35 年３月までの

６か月と考えられるが、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料の控除を

確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

   加えて、同僚照会をしたものの、申立人のことを記憶している同僚は見

当たらず、申立人が厚生年金保険に加入して事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていたとする証言を得ることができなかった。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関係資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 651 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年５月 23 日から同年 10 月１日まで 

    昭和 20 年５月 23 日にＡ株式会社Ｂ工場に入社し、その直後に米軍の

空襲に遭い工場が全焼し、焼け跡整理後、Ｃ地の作業所に転勤を口頭

で告げられた。２か月間住み込みで働いたが私だけ給与が出ないため

転勤を申し出てＤ工場へ異動し、同年 10 月１日付けで厚生年金保険に

加入した。このため入社した日から厚生年金保険に加入するまでの期

間を被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、戦時中に旧Ａ株式会社Ｂ工場に入社した当時の勤務状況を具

体的に記憶しているほか、Ａ株式会社が保存している従業員記録により、

申立人が昭和 20 年５月 23 日に正社員としてＢ工場に入社していることが

確認できるものの、同社では当時の給与支給に関する関係書類の一切の保

存がないため、厚生年金保険に関する資格取得及び保険料控除について確

認することができないとしている。 

   また、社会保険事務所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿及

びオンライン記録により、申立人が昭和 20 年 10 月１日に厚生年金保険の

資格を取得していることが確認できるとともに、同年 11 月１日から雇用

保険に加入していることが確認できる。 

   さらに、同僚に照会したところ、当時のＡ株式会社では入社時又は入社

後１か月して厚生年金保険に加入している実態がみられたが、申立人が申

立期間について、給与から厚生年金保険料を控除されていたとする証言を

得ることはできず、ほかに申立てに係る事実を確認することができる関係

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関係資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年４月から同年９月まで 

② 昭和 33 年 10 月から同年 12 月まで 

    申立期間①についてはＡ株式会社に、また、申立期間②についてはＢ

株式会社に勤務し、それぞれ厚生年金保険にも加入していたはずである

が、いずれも社会保険庁に記録が無いことに納得できない。 

    これら申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ａ株式会社に入社した直後、同事業

所から、Ｃ場でＤ技術の研究に従事するよう指示され研究に従事し、同

事業所の倒産については昭和 33 年９月か 10 月ころに同場で知らされた

としているところ、同場の創立八十周年記念誌において、県内の事業者

から技術習得を目的として募ったとされる「研究生一覧表」に申立人の

氏名及び研究期間（33 年５月から 10 月まで）が確認できること、及び

Ａ株式会社は 33 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

た旨の処理がなされ、同年 11 月 13 日に解散していることから、申立人

の説明とほぼ一致しており、申立人が同事業所に勤務していたことは推

認できる。 

    しかし、同事業所で申立期間当時、社会保険事務を担当していたとす

る同僚は、申立人について厚生年金保険の加入手続をした覚えはないと

しているほか、当時の役員及び同僚からは、申立期間において申立人の

給与から厚生年金保険料が控除されていたことについて証言が得られな

かった。 



                      

  

 

  ２ 申立期間②について、社会保険庁のオンライン記録及び健康保険厚生

年金保険被保険者名簿では、Ｂ株式会社における申立人の厚生年金保険

記録は、資格取得が昭和 34 年１月５日、資格喪失が 34 年３月１日であ

り、申立期間は含まれていない。 

    また、Ｅ株式会社（Ｂ株式会社の社名変更後の事業所）は、当時の資

料は保存されておらず、申立期間における申立人の勤務の実態は不明で

あるとしている。 

さらに、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、申立人の勤務

の実態について確認がとれないほか、複数の同僚は、申立人がＢ株式

会社に勤務していた事実はあるが、申立期間に勤務していたかどうか

は不明であるとしている。 

 

３ 申立人が申立期間①及び②において事業主により厚生年金保険料を給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

    このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

    これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 45 年３月 31 日から同年４月１日まで 

社会保険庁の記録では、昭和 45 年３月 31 日に資格喪失したことにな

っているが、同年３月 31 日の給与支給日まで勤務し、当日の夕刻より

上役に送別会をしてもらった。44 年４月から 45 年３月 31 日までの 12

か月間を厚生年金の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の証言により、申立人が株式会社Ａに昭和 45 年３月 31 日まで勤

務していたことはうかがえるものの、雇用保険の記録によると当該事業所

の離職日は同年３月 30 日であることが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管する被保険者原票では厚生年金保険の資格

喪失日は昭和 45 年３月 31 日であることが確認でき、申立事業所の被保険

者の資格喪失に係る事務手続には不自然さが認められない。 

さらに、申立事業所は平成 15 年９月１日に全喪しており、同事業所を

合併した事業所も申立期間当時の厚生年金保険に係る資料が不明であると

しており、申立内容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 654 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立  期 間 ： 昭和 41 年７月１日から同年９月１日まで 

Ａ社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、

昭和 41 年３月 25 日から同年７月１日までの記録は確認されたが、残り

の同年７月１日から同年９月１日までの記録は確認できないとの回答で

あった。 

昭和 41 年３月 25 日から８月 31 日までＢ地 (現在は、Ｃ市)のＤ社に

継続して勤務したことを記憶しているので、未加入というのは納得でき

ない。調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が勤務していたと述べているＤ社への申立人の申立期間の事業主

照会では、資格喪失日は昭和 41 年７月１日であり、手続に問題はなかっ

たとしている。 

また、社会保険事務所の当該事業所の事業所別被保険者原票の申立人に 

  係る資格喪失日は昭和 41 年７月１日であり、雇用保険被保険者資格は確

認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除され 

  ていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。申立人の同僚に

照会をしたところ、申立人の厚生年金の保険料が控除されていたことは確

認できなかった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

  申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。     



                      

  

埼玉厚生年金 事案 655 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立  期 間 ： 昭和 42 年８月 26 日から 43 年８月１日まで 

  Ａ社会保険事務所に、厚生年金保険の加入記録について照会したとこ

ろ、昭和 42 年８月 26 日から 43 年８月１日までの記録は確認できない

との回答であった。 

昭和 40 年２月 18 日に仲間と有限会社Ｂを設立して平成 14 年８月 21

日に退職するまで工場長であったことから、事業主のＣ氏に確認したと

ころ、未加入期間はないとの回答であった。私の未加入とされている期

間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が、申立期間に有限会社Ｂに勤務していたことは、事業主、同僚

への照会結果及び周辺事情から確認できる。 

しかし、事業主によると、厚生年金保険に加入して保険料を給与から控 

  除していたと回答しているが、昭和 48 年の事業所火災により書類を焼失

したことから控除を確認できず、同僚の照会でも申立人は健康保険証を持

っており保険料を控除されていたはずとの回答を得たが、給与等事務を担

当していた同僚からは回答を得られず、申立人の申立期間の厚生年金保険

料について給与から控除していたとの事実は確認できなかった。 

 また、申立人の記録である社会保険事務所の有限会社Ｂの事業所別被保

険者原票「整理番号３」には昭和 42 年８月 26 日資格喪失、同年９月５日

健康保険証返納、続いて「整理番号 12」に 43 年８月１日資格取得と記録

されており、社会保険事務所において記録が訂正されたと認めることはで

きない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせ 



                      

  

  る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。     



                      

  

埼玉厚生年金 事案 656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年４月 1 日から 36 年３月 31 日まで 

           ② 昭和 52 年 11 月 1 日から 54 年１月 14 日まで 

    申立期間①はＡ株式会社Ｂ工場、②はＣ有限会社に勤務していたが、

厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間は被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間①については、申立人は定時制高校に通いながらＡ株式会社

Ｂ工場に勤務したとしているものの、社会保険事務所の保管する同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び社会保険庁のオンライン記

録では、同社工場が厚生年金保険の適用事業所になったのは、申立期間

以後の昭和 37 年３月１日であることが確認できる。 

なお、申立人が高校の同級生でＡ株式会社Ｂ工場に一緒に勤務したと

する同僚は、社会保険庁のオンライン記録では申立期間は他の事業所に

記録があり、同社工場での厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 39

年８月５日となっている。 

ちなみに、社会保険事務所が保管するＡ株式会社本社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿にも申立人の氏名は確認できない。 

また、申立期間②については、社会保険事務所が保管するＣ有限会社

での申立人に係る厚生年金保険被保険者原票に記載の被保険者資格の取

得日と社会保険庁のオンライン記録は一致している上、同社は、昭和 60

年 1 月 28 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている。 

なお、雇用保険被保険者記録では、申立人はＣ有限会社にて昭和 54 年

４月 21 日に被保険者資格を取得したことが確認できる。 



                      

  

さらに、申立期間①及び②について、申立人が申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与

明細書等の関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 657 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年から 36 年まで 

           ② 昭和 36 年から 37 年まで  

           ③ 昭和 38 年から 40 年まで 

    申立期間①当時はＡ株式会社Ｂ営業所に、申立期間②当時はＣ株式会

社（現在Ｄ株式会社。）Ｅ営業所に、申立期間③当時はＣ株式会社Ｆ営

業所に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間は被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①については、Ａ株式会社Ｂ営業所の厚生年金保険の適用

事業所としての記録は確認できなかった。 

また、Ａ株式会社Ｂ営業所に勤務したとする同僚は、同営業所では

厚生年金保険への加入はなかったとしている。 

なお、社会保険事務所が保管するＡ株式会社本社の申立期間に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、申立人の氏名は無

い。 

２ 申立期間②及び③については、Ｃ株式会社Ｅ営業所及びＣ株式会社

Ｆ営業所の厚生年金保険の適用事業所としての記録は確認できなかっ

た。 

    また、申立期間②及び③のうち、昭和 37 年５月１日から 39 年８月

31 日までの間はＧの販売を業務とする別会社での厚生年金保険加入記

録が、39 年８月から 40 年３月までの間は国民年金加入記録（社会保険

庁のオンライン記録によると、39 年８月及び同年９月は保険料を納付、

39 年 10 月以降は未納）があり、また、社会保険庁のねんきん特別便関



                      

  

係記録（オンライン記録）によると、40 年４月１日から 41 年４月 11

日までの間は、別会社における厚生年金保険加入記録がねんきん特別便

の対象（名寄せパターン「１Ａ」（氏名、生年月日、性別一致）、期間

重複パターン「１」（期間重複無し））となっている。 

 なお、申立期間②のうち、上記の別会社での記録が確認できる期間以

前の期間（Ｃ株式会社が厚生年金保険の新規適用になった昭和 37 年２

月 1 日から４月 30 日まで）及び申立期間③のうち、国民年金加入期間

（39 年８月から 40 年３月）について、社会保険事務所が保管する同本

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、申立人の氏

名は無い。 

  ３ 申立期間①、②及び③について、申立内容に係る事実を確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない上、申立人が申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与

明細書等の関係資料も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 53 年３月 14 日から 54 年２月９日まで 

  昭和 53 年３月 14 日からＡ医院の分院（Ｂ市）に常勤として勤務し

ていたが、社会保険庁の記録では、厚生年金保険の資格取得日は 54 年

２月９日となっている。申立期間を厚生年金保険被保険者として認め

てほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由  

事業主から提出された在職証明書及び同僚の証言により、申立人が申

立期間当時、Ａ医院に勤務していたことは推認できるものの、社会保険

事務所が保管する同医院に係る厚生年金保険被保険者原票に記載の資格

取得日と社会保険庁のオンライン記録は一致する上、申立期間に係る同

原票には申立人の氏名は見当たらず、健康保険番号の欠落も無い。 

なお、雇用保険の記録によると、申立人のＡ医院での雇用保険被保険

者資格取得日は昭和 54 年２月９日であり、厚生年金保険被保険者の資格

取得日と一致する。 

また、Ａ医院では、申立期間当時の保険料控除に係る事実を確認でき

る資料は保存されていないとしており、申立内容に係る事実を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない上、申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる

給与明細書等の資料も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 659 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における標準報酬月額については、訂正する必要は認

められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年２月１日から同年４月 30 日まで 

             ② 平成８年９月１日から同年 11 月 30 日まで 

    申立期間①については、毎月の給料振込額が 37 万円前後であること

から、標準報酬月額は 44 万円が相当額と思考される。 

また、申立期間②については、雇用条件変更合意書により、平成８

年９月から同年 11 月の給料は 50 万円であるのに標準報酬月額が 20 万

円で決定されていることに疑義がある。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立期間当時加入していたＡ年金基金による

と、申立期間における申立人に係る標準報酬月額は平成４年２月に随時

改訂され、20 万円となっている。 

また、申立期間②については、申立人提出の雇用条件変更合意書及び

預金通帳により、平成８年９月分から給与月額が 50 万円であることは確

認できるものの、標準報酬月額の随時改定は報酬月額の変動があった４

か月目から行うことになり、社会保険庁のオンライン記録によると、申

立人の給与が 50 万円になったとする同年９月から４か月後の同年 12 月

に標準報酬月額が 50 万円に変更されている。 

さらに、申立期間①及び②については、申立人が勤務していたＢ株式

会社の破産管財人は申立期間当時の賃金台帳等の資料は無いとしており、

申立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

申立人の標準報酬月額として認定される額と社会保険庁の記録上の標準報

酬月額の相違は確認できないことから、記録を訂正する必要は認められな

い。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年５月 31 日から同年６月１日まで 

    昭和 48 年５月 31 日に退職し、給料明細書で社会保険料は間違いなく

控除されていたことを確認した記憶があるので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ株式会社に係る事業所別被保険者原票にお

ける申立人の資格喪失日は、社会保険庁のオンライン記録と一致しており、

雇用保険の記録においても、申立人の離職日は昭和 48 年５月 30 日となっ

ている。 

   また、申立事業所は既に全喪し、当時の同僚から申立人の社会保険加入

に係る証言を得ることもできず、申立内容に係る事実を確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 661   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年１月から同年 10 月まで 

② 昭和 29 年 11 月から 34 年７月まで 

③ 昭和 34 年 10 月から 35 年５月まで 

④ 昭和 35 年６月及び同年７月 

申立期間①当時はＡ株式会社Ｂ出張所に、申立期間②当時は同社Ｃ

出張所に、申立期間③当時は同社Ｄ出張所に、申立期間④当時は同社

Ｅ出張所に勤務しており、保険料は給与控除されていたと記憶してい

るので、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の写真及び申立人が同僚として挙げた者が社会保険事務所

保管のＡ株式会社Ｃ出張所に係る厚生年金保険被保険者名簿に記載され

ていることから、申立人が申立期間②当時、同出張所に勤務していたこ

とは推認でき、また、申立人の同社Ｄ出張所における勤務開始の経緯、

当時の自然災害、火災事故などについての具体的な証言から、申立期間

③当時、同出張所に勤務していたことはうかがえるものの、申立期間①、

②、③及び④については、同社の各出張所に係る同名簿に申立人の氏名

は確認できない。 

また、Ａ株式会社では、申立期間①、②、③及び④の各出張所に係る

当時の厚生年金保険被保険者に関する記録を確認したところ申立人の記

録は無かったとしている。 

さらに、申立期間①、②、③及び④について、申立内容に係る事実を

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、申立人が申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確



                      

  

認できる給与明細書等の関係資料も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 662 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年２月１日から 35 年１月５日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ株式会社での被保険者期間が昭和 35 年１

月５日から同年７月 30 日までとなっている。 

高校を卒業した年の昭和 34 年２月１日に同社へ入社したことは確か

なので、同年 12 月までの 11 か月間についても厚生年金保険加入期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の同僚の証言により、申立人が申立期間当時、Ａ株式会社に勤務

していたことはうかがえるものの、社会保険事務所が保管する同社に係

る事業所別被保険者名簿に記載の申立人の資格取得日は社会保険庁のオ

ンライン記録と一致している。 

なお、新卒採用として申立人とほぼ同時期に入社したとする同僚２名

の厚生年金保険被保険者の資格取得日は申立人と同一日であり、被保険

者資格の未取得期間が 11 か月又は９か月ある。 

また、Ａ株式会社は既に解散し、当時の事業主も他界して証言を得る

ことができないなど、申立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関

係資料も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年５月 1 日から 31 年 11 月 30 日まで 

② 昭和 31年 12月５日から 32年 11月 25日まで 

③ 昭和 34 年１月 10 日から同年７月 30 日まで 

    申立期間①はＡ有限会社に、申立期間②はＢ有限会社に、申立期間③

は有限会社Ｃに勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思

うので、当該期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間①、②及び③において勤務したとするＡ有限会社、Ｂ

有限会社及び有限会社Ｃについては、厚生年金保険の適用事業所としての

記録が確認できない。 

   また、個人事業所のＣについても確認したが、社会保険事務所が保管す

る当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び社会保険庁の

オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 35 年９月１日であり、申立期間③当時は適用事業所ではない。 

   さらに、Ａ有限会社、Ｂ有限会社及び有限会社Ｃは法務局において登記

簿謄本が確認できないなど、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料

は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年７月から 20 年８月ころまで 

    申立期間は、株式会社Ａに勤務していた。給与から厚生年金保険料が

控除されていたと思うので、当該期間について、被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の同僚の証言により、申立期間当時、申立人が株式会社Ａに勤務

していたことはうかがえるものの、同社は既に解散している上、申立内

容の事実を確認できる証言を得ることもできないなど、申立てに係る事

実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   また、社会保険事務所が保管する株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿を、申立期間について確認したが、申立人の氏名は見当た

らない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 665 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年８月１日から 41 年 11 月 24 日まで 

    Ａ市にあったＢ社について、妻の記録（昭和 40 年８月１日から 41 年

３月 17 日まで）があるのに事業主である自分の同期間の記録が無い。

40 年 10 月には法人化して事業主でも厚生年金に加入できるはずであり

納得できない、また、上記事業所の後の有限会社Ｂ社に係る 41 年３月

17 日から同年 11 月 24 日までの記録も欠落しているので、両期間をあ

わせて被保険者期間として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   法務局の登記簿によると、申立てのＢ社は、昭和 41 年 11 月 24 日に有

限会社Ｂ社として設立されており、それ以前は事業主である申立人が被

保険者となれない個人事業所であったと考えられる。 

   なお、社会保険事務所が保管する適用事業所名簿によれば、Ａ市にあっ

たＢ社（昭和 40 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所となり 41 年３

月 17 日に全喪）の名称には法人を示す（有）の記載は無く、Ｃ市（現Ｄ

市。）における同名簿に記載のＢ社（41 年７月 25 日新規適用）の前には

（有）の記載はあるものの、名称欄外に記載されており、有限会社を設

立した後に追記したものと考えられ、Ｂ社が申立期間当時法人であった

ことを示すものとはなっていない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ市にあったＢ社に係る被保険者原

票に申立人の氏名は確認できず、同原票において健康保険番号に欠番も

ない。 

   さらに、Ｃ市にあったＢ社に係る被保険者原票に記載の申立人の被保険

者資格取得日は、上記の有限会社Ｂ社の設立日と同じ日となっており、



                      

  

社会保険庁のオンライン記録と一致する。 

   加えて、申立期間のうち、昭和 41 年３月 17 日から同年７月 25 日まで

の期間については、申立事業所が適用事業所であったとの記録が確認でき

ない。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない上、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の関係資料は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 29 年４月から 31 年８月まで 

    申立期間はＡ株式会社（現株式会社Ｂ。）に勤務していたので、被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社への就職の経緯等についての申立人の具体的な説明により、

申立人が申立期間当時、同社に勤務していたことはうかがえるものの、

社会保険事務所が保管する同社の申立期間に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には申立人の氏名は確認できず、同名簿において健康保険

の番号に欠番も認められない。 

また、Ａ株式会社では申立期間当時の関係資料は無いとしており、当

時の事業主も既に他界しているなど、申立内容に係る事実を確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関係資料は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年３月から 49 年９月まで 

② 昭和 49 年 10 月から 50 年５月まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所から

もらった。申立期間①についてはＡ社（現在は、Ｂ株式会社。）に勤務

し、また申立期間②についてはＣ株式会社に勤務し、厚生年金保険にも

加入していたと思うので、申立期間について被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁の記録により、Ａ社が新規に厚生

年金保険の適用事業所となった日は申立期間以後の昭和 49 年９月 11 日

であることが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の被保険者原票により、当該事

業所の新規適用日である昭和 49 年９月 11 日から、申立人が厚生年金保

険の被保険者資格を取得した同年 11 月１日までの期間において健康保険

の整理番号が連番で欠番の無いことが確認できる。 

さらに、当該期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の

資料は無い。 

このほか、雇用保険の加入記録が無い上、申立内容に係る同僚の証言

も得られず、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

申立期間②については、社会保険事務所が保管するＣ株式会社の事業



                      

  

所別被保険者名簿により、当該期間において申立人の記録が無く、健康

保険の整理番号も連番で欠番の無いことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の被保険者原票により、当該期

間のうち昭和 49 年 11 月１日から同年 12 月 27 日までの期間について、

Ａ社で申立人の厚生年金保険の被保険者資格が確認できる。 

さらに、当該期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の

資料が無い。 

このほか、雇用保険の加入記録が無い上、事業主に照会するも、申立

人に係る人事記録、賃金台帳等は保管されておらず、申立内容に係る同

僚の証言も得られず、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 34 年８月 26 日から 35 年４月１日まで 

    Ａ県Ｂ市にあるＣ株式会社に昭和 34 年５月８日から 36 年１月５日ま

で継続して勤務していた。しかし、社会保険庁の記録では昭和 34 年８

月 26 日に喪失し、35 年４月１日に再取得したとの記録になっている。

申立期間を含め継続勤務していたので調査の上、当該期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は同僚の証言により、Ｃ株式会社に勤務していたことはうかが

われるが、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者名簿により、

申立人は昭和 34 年８月 26 日付けで被保険者の資格を喪失したことが確

認できる上、当該被保険者名簿の備考欄に「証返納済」の押印があり、

申立人は資格喪失時に健康保険証を返納していることが確認できる。 

また、申立人が申立期間において厚生年金保険料を、事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書、及び源泉徴収票等

の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及び収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 671 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 47 年５月から 49 年８月まで 

    昭和 47 年５月から 49 年８月まで、Ａ株式会社に正社員として勤務し

ていた。社会保険庁の回答では、当該期間について厚生年金保険の加入

記録は無いとのことだったが、平成 19 年 10 月 23 日にＡ株式会社が発

行した「在職証明書」があるので調査の上、当該期間について厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社発行の「在職証明書」及び同僚の証言により、申立人は同

社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者名簿

により、申立期間前後の資格取得者の中には申立人の記録は無く、厚生

年金整理番号は連番になっており、欠番が無いことが確認できる。 

また、複数の同僚は、入社してから２ないし３年経過後に厚生年金保

険に加入していると証言しており、当該事業所においては、入社後一定

期間が経過した後に厚生年金保険に加入させていた状況がうかがわれる。 

このほか、申立てに係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資

料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及び収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 672 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 48 年４月 25 日から同年 12 月３日まで 

    Ａ株式会社に勤務していた期間のうち、昭和 48 年４月 25 日から同年

12 月３日までの期間について、厚生年金保険の加入記録が無い旨の回

答を社会保険事務所からもらった。同社には継続して勤務しており、途

中で会社を一度も辞めること無く、給料からは保険料を控除されていた

と思うので、申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管するＡ株式会社の厚生年金保険の被保険者原票に

より、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を昭和 47 年３月 26 日に取得

し、48 年４月 25 日に喪失、その後、同年 12 月３日に再取得しているこ

と、それらに訂正の痕跡が無いこと、申立期間において申立人の記録が無

く、健康保険の整理番号も連番で払い出され欠番の無いことが確認できる。 

また、雇用保険の記録により、申立人はＡ株式会社を昭和 48 年４月

25 日に離職し、その後、同年 12 月３日に雇用保険の被保険者資格を再

取得しているなど、社会保険事務所の厚生年金保険の記録と一致してい

ることが確認できる。 

さらに、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の

資料も無い。 

このほか、事業主に照会するも、申立人に係る人事記録、賃金台帳等

は保管されておらず、申立内容に係る同僚の証言も得られず、申立てに

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

 



                      

  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 

  

 


